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2020 年６月 8 日 

社会福祉法人 草加福祉会 

 

 

新型コロナウィルス（Covid-19）への対応について 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

社会福祉法人 草加福祉会（以下、「当法人」）では、新型コロナウィルス感染症対策として、法人施設・事業所に

おいて感染予防および事業継続について対応をしております。 

ご利用者様、ご家族、関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、感染防止に対するご理解とご協力をお願いい

たします。 

また、５月末に政府より全国自治体に対しての緊急事態宣言が解除されたことを受け、今後は「継続した感染予防

策」及び「新しい生活様式と事業活動」の両面に対応した新しい施設・事業所づくりを行ってまいります。 

 

敬具 

 

記 

 

１．感染予防対策 

 

当法人では必要なサービスを継続的にご提供できるように、厚生労働省が発表した「介護老人保健施設等におけ

る感染拡大防止のための留意点について」(※1)を基本事項とし、以下の感染予防策を講じております。 

・標準感染予防策（手洗い、うがい、手指の消毒、咳エチケット）の徹底 

・施設内の換気、適温・適切な湿度の保持 

・施設内の定期的なアルコール等による消毒 

・職員の体調管理（出勤前の検温や発熱時の出勤停止など）の徹底 

・職員への施設内外での３密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避ける事の周知徹底 

・職員の海外渡航自粛 

・職員採用活動や会議研修等の事業活動については Web 会議等のオンライン会議実施を原則とし、やむを得ず対面が必

要になる場合は３密を作らない環境かつ感染予防を徹底 

・時差出勤、在宅勤務規程の整備 

 

※1：厚生省ホームページ 「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」 

【URL】 https://www.mhlw.go.jp/content/000627656.pdf 
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２．ご利用者様・職員に感染者、感染の疑いが発生した場合の対応について 

 

主治医、行政機関の指導の下、速やかに感染拡大の予防に向けた対応を実施いたします。 

 

３．入所サービスのご入居様への面会について 

 

当法人の施設においては、当面の間、ご入居様への対面の面会をお控えいただいており、パソコンやタブレット端末等を

使用してのオンライン面会を実施しております。 

施設内でのオンライン面会も実施しておりますが、ご来館いただく際には、入館時に手洗い、うがい、手指消毒、検温、

マスクの着用のご協力をお願いいたします。 

また、風邪や発熱など体調がすぐれない方のご来館はお控えいただきますようお願いいたします。 

 

オンライン面会の実施時間や予約方法は各施設へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

４．施設の見学について 

 

当面の間、中止させていただいております。再開時期は未定です。 

 

 

※上記の情報は随時更新していきます。 

以上 


